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令和３年６月２日宣告  

令和元年 第１１８１号  

主       文 

被告人を懲役３年及び罰金１０００万円に処する。 

未決勾留日数中４００日をその懲役刑に算入する。 

その罰金を完納することができないときは，２万円を１日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。 

被告人から６２５７万１３３６円を追徴する。 

理       由 

（罪となるべき事実） 

人名については，証拠の標目に掲記する場合及び特記する場合を除き，再出時以

降は姓のみで表記する。 

第１ 被告人は，Ａ，Ｂ，Ｃと共謀の上， 

１（令和元年１１月５日付け起訴状記載の公訴事実） 

   法定の除外事由がなく，かつ著作権者の許諾を受けないで，平成２９年５月

１１日頃，東京都中野区ａ・ｂ丁目ｃ番ｄ号ｅ・ｆ号のＢ方において，パーソ

ナルコンピュータを使用し，インターネットを介して，Ｄが著作権を有する著

作物である漫画「丙 ５１６話 丁」の１ページから８ページまでの画像デー

タを，インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置され

たサーバコンピュータの記録装置に記録保存して，その頃から同月１７日まで

の間，インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状

態にし，もって前記Ｄの著作権を侵害した。 

２（令和元年１０月１５日付け起訴状記載の公訴事実） 

法定の除外事由がなく，かつ著作権者及び出版権者の許諾を受けないで，平

成２９年５月２９日頃，前記Ｂ方において，パーソナルコンピュータを使用し，

インターネットを介して，Ｅが著作権を有し，株式会社Ｆが出版権を有する著
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作物である漫画「戊 ８６６話“己”」の画像データを，インターネットに接

続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記

録装置に記録保存して，その頃から同月３１日までの間，インターネットを利

用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし，もって前記Ｅの著

作権及び前記Ｆの出版権を侵害した。 

第２ 被告人は，「Ｇ」と称するウェブサイト（以下「Ｇ」という。）を管理・運

営していたものであって，アフィリエイト広告代理店を介して広告主から提供

を受けた広告をＧに掲載した上，インターネットに接続されたＧのサーバコン

ピュータの記録装置，又は同装置に記録媒体として加えられた氏名不詳者の管

理するサーバコンピュータの記録装置に著作権者等の許諾を受けないで記録保

存された漫画等の画像データが不特定多数のインターネット利用者に公衆送信

し得る状態にあることを手段として利用し，当該漫画等の画像データを閲覧し

ようとする不特定多数のインターネット利用者にＧにアクセスさせて，Ｇにア

クセスした不特定多数のインターネット利用者が広告をクリックするなどして

発生したアフィリエイト報酬を得ていたものであるが， 

１（令和元年１２月２０日付け起訴状（令和２年３月１３日付け及び令和３年１

月２９日付け各訴因変更請求書）記載の公訴事実） 

財産上の不正な利益を得る目的で犯した著作権法違反の犯罪行為により得た

犯罪収益であるアフィリエイト報酬を隠匿しようと考え，氏名不詳者らにおい

て，法定の除外事由がなく，かつ，著作権者等の許諾を受けないで，漫画等の

画像データをインターネットに接続されたＧのサーバコンピュータの記録装置

に記録保存し，又は漫画等の画像データが記録保存された氏名不詳者の管理す

るサーバコンピュータの記録装置を前記Ｇのサーバコンピュータの記録媒体と

して加えた上で同Ｇのサーバコンピュータに同データを入力し，漫画等の画像

データを不特定多数のインターネット利用者に自動的に公衆送信し得る状態に

し，平成２８年１１月２４日頃から平成２９年７月３１日頃までの間に，Ｇに
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アクセスした不特定多数のインターネット利用者が広告をクリックするなどし

て発生したアフィリエイト報酬とそれ以外の財産とが混和した犯罪収益等合計

４８４５万０５３２円を，平成２８年１２月２６日から平成２９年９月１日ま

での間，別紙一覧表１記載【別紙省略】のとおり，１８回にわたり，広告代理

店である株式会社Ｈほか２社の従業員に，東京都渋谷区ｇ・ｈ丁目ｉ番ｊ号の

株式会社Ｉ銀行Ｊ支店に開設された株式会社Ｈ名義口座ほか２口座から，被告

人が指定したセーシェル共和国国籍の法人「Ｋ」名義の「Ｌ Ｂａｎｋ Ｌｉ

ｍｉｔｅｄ」口座に送金させ，もって犯罪収益等を隠匿した。 

２（令和２年１月２７日付け起訴状（令和３年１月２９日付け訴因変更請求書）

記載の公訴事実） 

   財産上の不正な利益を得る目的で犯した著作権法違反の犯罪行為により得た

犯罪収益であるアフィリエイト報酬の取得につき事実を仮装しようと考え，氏

名不詳者らにおいて，法定の除外事由がなく，かつ，著作権者等の許諾を受け

ないで，漫画等の画像データをインターネットに接続されたＧのサーバコンピ

ュータの記録装置に記録保存し，又は漫画等の画像データが記録保存された氏

名不詳者の管理するサーバコンピュータの記録装置を前記Ｇのサーバコンピュ

ータの記録媒体として加えた上で前記Ｇのサーバコンピュータに同データを入

力し，漫画等の画像データを不特定多数のインターネット利用者に自動的に公

衆送信し得る状態にし，平成２９年７月１日頃から同年１０月３１日頃までの

間に，Ｇにアクセスした不特定多数のインターネット利用者が広告をクリック

するなどして発生したアフィリエイト報酬とそれ以外の財産とが混和した犯罪

収益等合計１４１２万０８０４円を，同年１１月６日から同月３０日までの間，

別紙一覧表２記載【別紙省略】のとおり，２回にわたり，広告代理店である株

式会社Ｍの従業員に，株式会社Ｎ銀行に開設されたＯ名義口座ほか１口座に振

込入金させて，前記口座に預け入れ，もって犯罪収益等の取得につき事実を仮

装した。 
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（事実認定の補足説明） 

第１ 争点及び結論 

 １ 弁護人は，被告人がＧの運営に関与し，Ｇにおいて，「丙５１６話」の１ペ

ージから８ページ（以下，単に「丙５１６話」という。）及び「戊８６６話」

の画像が閲覧可能であったことは認めるが，①これらの画像データは，被告人

らがＧのサーバコンピュータの記録媒体に記録保存したものではなく，第三者

のサーバコンピュータに存在したものを，リバースプロキシを利用して閲覧で

きるようにした可能性が高いから，判示第１の各記録保存行為はない，②Ｇに

掲載された漫画等の大半は，リバースプロキシを利用して閲覧できるようにし

たものであるが，リバースプロキシを設定する行為は，著作権法２条１項９号

の５イに規定する送信可能化のいずれにも該当せず，犯罪収益等の前提犯罪に

該当しない，③被告人がＧの運営で得た広告収入（アフィリエイト報酬）は犯

罪収益に該当しない，④被告人がＧのアフィリエイト報酬が含まれる金銭を海

外の銀行口座や第三者名義の銀行口座に送金させた行為は，犯罪収益等の隠匿，

事実仮装に該当しない旨主張し，被告人もこれに沿う供述をする。 

 ２ 本件の争点は，次のとおりである。 

判示第１の各事実について，「丙５１６話」及び「戊８６６話」の画像デー

タは，Ｇのサーバコンピュータの記録媒体に被告人らが記録保存したものか

（以下，サーバコンピュータの記録媒体にデータを記録保存する行為を「アッ

プロード」ということがある。）（争点①） 

 判示第２の各事実について，被告人がＧに各著作物を掲載する際に用いたリ

バースプロキシの設定は送信可能化（著作権法２条１項９号の５イ）に当たる

か（争点②） 

 被告人がＧの運営で得た広告収入（アフィリエイト報酬）が犯罪収益（組織

的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律２条２項１号）に当たるか

（争点③） 
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 被告人がＧのアフィリエイト報酬が含まれる金銭を海外の銀行口座や第三者

名義の銀行口座に送金させた行為が，犯罪収益等を「隠匿」し，その取得につ

き「事実を仮装」した行為（組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す

る法律１０条１項）に当たるか（争点④） 

３ 当裁判所は，これらの全てを認め，「丙５１６話」及び「戊８６６話」はい

ずれもアップロードされたものであり，被告人は，他人の著作物を自らのウェ

ブサイトで違法に送信可能化した上，その犯罪によって得た犯罪収益等を隠匿

し，その取得につき事実を仮装したものと判断した。 

理由は以下のとおりである（一部証拠を後掲する。）。 

第２ Ｇ全般に関する前提事実 

   証拠によれば，次の事実が認められる。 

 １ Ｇの内容 

 Ｇは，多数の漫画等の著作物を掲載し，閲覧可能にしたウェブサイトであ

る。 

被告人は，遅くとも平成２８年２月頃にＧを立ち上げた。その後，被告人

の経営する飲食店の従業員であったＡがＧの運営に参加し，Ａを介してＢ，

Ｃも加担して週刊誌等のアップロードを行うようになった。 

Ｇに掲載された漫画等は，数万件以上に及んでいた（第７回公判調書中の

被告人の供述部分）（なお，警察官が，令和２年１月に過去のウェブサイト

を閲覧し得るウェブサイトを利用して，平成２８年２月から平成２９年１０

月までにＧに掲載された作品を調査した結果，重複を除き１２８３件が確認

された（甲３５６）。）。 

被告人らは，Ｇに掲載されたいかなる作品についても，その著作権者から，

ウェブサイトにこれらを掲載することの許諾を得ていない。 

（甲１１，２２０ないし３２４，３５６，３５９ないし３６１，第８回公

判調書中の証人Ａの供述部分） 
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 被告人は，Ｇの運営に当たり，閲覧者からの閲覧リクエストの受付けや画

像データの記録保存等を行うため，多数のサーバコンピュータを管理，利用

していた（以下，これらを総称して「Ｇのサーバ」という。）。 

 Ｇに漫画等を掲載する方法としては，Ｇのサーバの記録媒体に漫画等の画

像データを手作業でアップロードする方法と，被告人らと無関係なサーバコ

ンピュータ（以下「第三者サーバ」という。）に存在する画像データを，Ｇ

のサーバにリバースプロキシの設定をすることにより閲覧できるようにする

方法の２種類があった。Ｇに掲載された漫画等は，すべて上記２種類のいず

れかの方法によるものである。 

リバースプロキシとは，オリジンサーバ（本件では第三者サーバ）とユー

ザー（本件ではＧの閲覧者）との間のデータ送信を中継する機能又はその機

能を有するサーバ（本件ではＧのサーバ）をいう。リバースプロキシには，

一般的に，オリジンサーバのセキュリティや匿名性を高め，送信されるデー

タをキャッシュ（一時保存）することによりオリジンサーバへの負荷を軽減

する機能がある。 

被告人は，Ｇのサーバにはデータをキャッシュしない設定としていたと供

述しており，それを前提とすると，リバースプロキシの方法によりＧに掲載

された漫画等の画像データは，第三者サーバの記録装置に存在し，Ｇのサー

バの記録装置には保存されないことになる。 

 さらに，被告人は，一定期間，Ｇのサーバと閲覧者との間に，リバースプ

ロキシとして，アメリカ合衆国所在のＰが提供するＣＤＮサーバを利用して

おり，一般のユーザーがＧの漫画を閲覧する際は，Ｇのサーバではなく，Ｃ

ＤＮサーバにアクセスする仕組みになっていた。 

これにより，Ｇのサーバから送信される画像データがＣＤＮサーバにキャ

ッシュされることでデータ送信の効率化が図られ，ＣＤＮサーバの介在によ

ってユーザーからはＧのサーバが見つからなくなり，セキュリティが向上し，
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匿名性も高まるなどの効果があった。 

（甲１３，３６６，公判調書中の証人Ｑ（第１０回）及び被告人（第７，

８，１０回）の各供述部分） 

２ Ｇの収益構造 

 Ｇの閲覧は無料であり，その収益は，専らＧに掲示された広告の収入（アフ

ィリエイト報酬）に拠っていた。 

 アフィリエイトとは，インターネットを利用した広告の一種である。 

サイト運営者が，運営するウェブサイトに広告主の商品やサービスを紹介す

る広告を掲載し，閲覧者がその広告をクリックし，広告主のサイトを閲覧して

商品を購入するなどの成果が上がった際，生じた成果に応じ，サイト運営者に

成功報酬が支払われる。 

広告主とサイト運営者との間の契約は広告代理店を介して行われ，サイト運

営者に対するアフィリエイト報酬も広告代理店から支払われる。 

 アフィリエイト報酬の形態には，閲覧者がサイトを訪問して広告が表示され

た際に報酬が発生するもの（インプレッション型報酬），閲覧者がその広告を

クリックすると報酬が発生するもの（クリック型報酬），さらに進んで，閲覧

者が実際に広告主の商品あるいはサービス等を購入した際に報酬が発生するも

の（成果型報酬）等がある。Ｇにおけるアフィリエイト報酬は，このいずれの

形態をも含んでいた。 

いずれにせよ，サイト運営者は，より多くのアフィリエイト報酬を得るため

には，広告を掲載した自己のウェブサイトへより多くのアクセスを集めること

が肝要である。 

（甲１０１，１００，７１，７２，７４ないし７７，１０８） 

 ３ 小括 

   以上によれば，Ｇは，①著作権者の許諾なく，大量の漫画等の画像をウェブ

サイト上に掲載し，一般ユーザーの閲覧を誘引することで広告収入を得ること
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を専らの目的とし，②その際，第三者が管理する物を含め，複数のサーバを複

雑に組み合わせて利用することで，大量の漫画等の画像データを効率よく送信

可能にすると同時に，サイト運営者の匿名性も高めるように設計・運営された

ウェブサイトということができる。 

第３ 争点①（「丙５１６話」及び「戊８６６話」の画像データは，Ｇのサーバコ

ンピュータの記録媒体に被告人らが記録保存したものか）について 

 １ 弁護人の主張 

弁護人は，次のとおり，特に「丙５１６話」については，Ｂのしたアップロ

ードが正常に終了しておらず，リバースプロキシにより表示されていた疑いが

強いと主張する。 

 被告人は，Ｇにおいて，多重投稿を避けるためのプログラムを設定していた。

Ｂが丙５１６話のアップロードを行ったとしても，リバースプロキシの設定に

よって，これが既に閲覧可能になっていたことから，多重投稿を防止するプロ

グラムの働きでアップロードが妨げられた可能性がある。Ｂが当時送ったＬＩ

ＮＥにもアップロードに失敗したことをうかがわせる記載がある。 

警察官が，平成２９年５月２３日にＧで「丙」の用語で検索をかけた結果に

は「丙５１６話」が表示されていない（甲１１・別紙８）。アップロードした

データがこの検索に当たらないことは考えられない。一方，リバースプロキシ

の場合，Ｇのサーバコンピュータにはデータを保存せず，第三者サーバに記録

保存されたデータをＧで表示させているだけであるので，元の画像が第三者サ

ーバ上で削除されれば，Ｇでも表示されない。平成２９年５月１７日に閲覧可

能であった「丙５１６話」が，同月２３日にＧの検索結果に表示されなかった

理由は，リバースプロキシによる以外，合理的な説明がつかない。 

２ 客観的事実 

証拠（甲７，４１）によれば，Ｇにおいて，平成２９年５月１７日時点で

「丙５１６話」が，同月３１日時点で「戊８６６話」がそれぞれ掲載され，そ
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の画像データをダウンロードすることが可能であり，これらの画像データが送

信可能な状態となっていたことが認められる。 

 ３ Ｂの供述 

 争点①に関し，Ｂは，要旨次のとおり供述する。 

 私は，平成２９年３月１４日頃から同年７月末頃まで，Ａや被告人の指示で，

Ｃと一緒に，主に週刊誌で連載中の漫画をＧにアップロードする作業を行って

いた。 

 私とＣが行っていた具体的なアップロードの作業は，①別のウェブサイトか

ら漫画・雑誌のデータをダウンロードして，いったん自分のパソコンのデスク

トップなどに保存する，②ダウンロードしたデータを解凍して内容を確認し，

１話毎に１つのフォルダにまとめる，③１つのまとまりにしたフォルダを圧縮

して，Ｇの管理画面のうち「下書き」と呼ばれる場所にドラッグアンドドロッ

プする，というものである。 

 当時は週刊誌をアップロードするのに忙しく，自分がアップロードした漫画

を読む余裕もなかったが，丙という作品をアップロードした記憶はある。 

平成２９年５月１１日の午後９時１３分に，被告人とＡとのＬＩＮＥグルー

プに「もう１回丙アップしたらそっちはちゃんと読み込めたので，下書きに残

っている丙５１６話は削除しておいてほしいです」と私が送信しているので，

その日に「丙５１６話」がアップロードされているのであれば，Ｃではなく，

私がアップロードしたものだと思う。 

また，同月２９日の午後１２時３２分にはＬＩＮＥに「庚と戊だけ先に更新

しました」と私が送信しているので，私かＣのいずれかが，「戊８６６話」を

Ｇにアップロードしたことも間違いないと思う。 

４ 検討 

 証拠によれば，Ｇにおける「丙５１６話」のＵＲＬの末尾１０桁の数字

「１４９４５０３４０１」（甲４１）は，コンピュータにおける時刻の表記
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方法の一種であるユニックスタイムを表すもので，アップロードの場合は画

像データがＧのサーバの記録媒体に記録保存された時刻，リバースプロキシ

の場合はＧの公開前の下書き欄に登録された時刻を示しており（第８回公判

調書中の被告人の供述部分・９丁），これを西暦に換算すると，２０１７年

（平成２９年）５月１１日午後８時５０分１秒を指すことが認められる（甲

３６４）。 

Ｂが，ＬＩＮＥで丙の更新が終了したことを報告した時間は，その約２３

分後である同日午後９時１３分であり（甲１６・９／２１頁（番号１９５

９）），その時刻は高度に整合している。 

 同様に，「戊８６６話」の画像データのユニックスタイム「１４９６０２

６８０１」（甲７）を西暦に換算すると，２０１７年（平成２９年）５月２

９日午後零時零分１秒を示すところ（甲３６４），Ｂは，その３２分後であ

る同日午後零時３２分に戊の更新の終了を報告しており（甲１６・１３／２

１頁（番号２０３３）），その時刻は高度に整合している。 

ＢとＡの平成２９年５月１１日のＬＩＮＥのやり取りの文面は，ＡがＢに

週刊辛と週刊壬の更新を依頼し，それを受けてＢが入手先を探してダウンロ

ードし，作品ごとに分割してアップロードしてＧに掲載したことを示すもの

と理解することができ，リバースプロキシにより下書き欄に自動的に登録さ

れていたものを公開する作業をしただけと理解することは困難である（甲１

６・８／２１，９／２１頁（番号１９４７ないし１９５９））。 

以上によると，「丙５１６話」及び「戊８６６話」をＧのサーバにアップ

ロードしたとのＢの供述は，信用できる。 

そして，ユニックスタイムが示す時刻とＢが更新終了を報告した時刻が近

接していることによれば，Ｇからダウンロード可能であった「丙５１６話」

及び「戊８６６話」の画像データは，いずれもＢらがアップロードしたもの

と同一であると推認できる。 
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 前記１の弁護人の主張を検討するに，Ｂが送信した前記ＬＩＮＥメッセー

ジ（甲１６・９／２１頁）をみると，最初にアップロードしたファイルが上

手く読み取れなかった旨の記載は弁護人の主張に沿っているが，一方で，再

度のアップロードの際には問題なく読み込めた旨記載されている。被告人の

述べる多重投稿を防止するプログラムが働いたのであれば，Ｂのいう二度目

の読み込みも正常に終了するとは思われない。 

 弁護人が指摘するとおり，平成２９年５月２３日に警察官が作成した捜査

報告書によれば，キーワード検索の結果に「丙５１６話」は含まれていない

が（甲１１・別紙８），一方で，同捜査報告書中のＧ内の「人気漫画ランキ

ング」を印刷した結果をみると，２位に「丙」が表示され，そのサムネイル

として「丙５１６話」の画像が表示されている（同別紙２）。「丙５１６話」

のサムネイルが現にＧに表示されている以上，当時，その画像はＧで表示可

能だったことになる。同日頃，Ｇにおいて「丙５１６話」が表示できない状

態であったことを前提とする主張は採用できず，キーワード検索で「丙５１

６話」が表示されないのは，別の原因によると理解するほかない。 

以上によれば，弁護人の主張を踏まえても，Ｂが「丙５１６話」の画像デ

ータをアップロードしたこと，そのデータと捜査機関が確認した画像データ

が同一であることに疑いを容れる事情はない。 

「戊８６６話」についても，これがアップロードされたものであることを

疑わせる具体的な事情はない。 

 ５ 結論 

   以上によれば，「丙５１６話」及び「戊８６６話」は，いずれもアップロー

ドされたものと認められる。 

第４ 争点②（被告人がＧに各著作物を掲載する際に用いたリバースプロキシの設

定は送信可能化（著作権法２条１項９号の５イ）に当たるか）について 

１ 弁護人は，次の理由で，被告人がしたリバースプロキシの設定は，送信可能
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化（著作権法２条１項９号の５イ）に当たらない旨主張している。 

 「自動公衆送信し得るようにすること」とは，自動公衆送信し得ない状態

から，自動公衆送信し得る状態に移すことをいう。リバースプロキシを設定

することは，第三者がインターネット上において既に公衆送信し得る状態を

作出していた侵害コンテンツに，ユーザーを誘導するものにすぎないから，

文理上，「自動公衆送信し得るようにすること」と評価することはできない。 

 被告人のしたリバースプロキシの設定は，いわゆるリンクの貼付けと同様，

第三者が既にインターネット上において自動公衆送信し得る状態を作出して

いた侵害コンテンツに誘導する行為であるから，リンクの貼付けと同様の規

律に服するべきである。 

 このような行為類型は，令和２年６月５日に改正された著作権法１１３条

２項１号・２号，１２０条の２第３号によって初めて処罰されるようになっ

たもので，同改正前の著作権法が適用される本件において，これを処罰する

ことはできない。 

 「情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒

体として加え」るとは，自動公衆送信装置と物理的に接続していない外部記

録媒体を当該自動公衆送信装置に組み込み，又はこれと物理的に接続させる

ことをいう。第三者サーバは，被告人とは無関係の第三者が設置した誰でも

アクセスできるサーバコンピュータであるから，これを記録媒体と評価する

ことはできず，また，被告人は，第三者サーバをＧのサーバに物理的に組み

込んだり，接続したりしていない。よって，被告人の行為は記録媒体を加え

る行為に当たらない。 

 Ｇのサーバに情報を入力する行為を行うのは，直接には，Ｇにアクセスし

た利用者であって，被告人ではない。リバースプロキシの設定を行っても，

Ｇを訪れたユーザーが表示させない限り，Ｇのサーバに情報は入力されない。

よって，被告人の行為は「当該自動公衆送信装置に情報を入力」したことに
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当たらない。 

 ２ リバースプロキシの内容 

関係証拠（第１０回公判調書中の証人Ｑの供述部分，甲３６６）によれば，

リバースプロキシの概要は次のとおりである。 

 ユーザーが，閲覧や視聴を望む画像コンテンツの閲覧をリバースプロキシに

リクエストした場合，リバースプロキシは，その画像コンテンツが記録保存さ

れているオリジンサーバに，そのデータの送信をリクエストする。オリジンサ

ーバから，リクエストに対応した画像データの送信を受けると，その画像デー

タをリバースプロキシがキャッシュ（一時保存）し，ユーザーに対してはその

データを送信して，閲覧・視聴を可能にする。 

 このキャッシュ（一時保存されたデータ）の保持時間は任意に設定可能であ

り，ゼロに設定することも可能である。キャッシュの保持時間がゼロであって

も，リバースプロキシのサーバコンピュータを経由して，ユーザーが画像デー

タを閲覧することに変わりはない。 

キャッシュがリバースプロキシに一時保存されている間は，ユーザーからの

リクエストに対してはリバースプロキシが応答し，最初のリクエストや，キャ

ッシュがリバースプロキシに一時保存されていない場合は，リバースプロキシ

がオリジンサーバから画像データを取得し，ユーザーに閲覧させる。 

３ 検討 

 送信可能化とは，公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自

動公衆送信装置に情報を入力するなど，著作権法２条１項９号の５イ又はロ

所定の方法により自動公衆送信し得るようにする行為をいい，自動公衆送信

装置とは，公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより，そ

の記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され，又は当該装置

に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう（著作権法２

条１項９号の５）。 
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 Ｇのサーバは，インターネット回線に接続し，その記録媒体に記録された

漫画の画像データや，第三者サーバから送信された漫画等の画像データを，

公衆からの求めに応じ自動的に送信するものであるから，自動公衆送信装置

に該当する。 

 「情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒

体として加え」るの該当性 

被告人は，Ｇのサーバではデータをキャッシュしていなかったと供述して

おり，これを覆すべき証拠はない。よって，キャッシュは行われていなかっ

たものと認められる。 

前記２に認定したリバースプロキシの働きによれば，Ｇのサーバにリバー

スプロキシの設定をすることにより，Ｇのサーバは，閲覧者から画像閲覧の

リクエストを受けるとその画像データを第三者サーバにリクエストし，第三

者サーバからその画像データの送信を受け，受け取った画像データを閲覧者

に返信することになる。これによると，第三者サーバ内部にある記録媒体の

うちＧのサーバに送信する画像データを記録保存している部分は，自動公衆

送信装置たるＧのサーバに画像データを供給する働きをするものと認められ，

機能的にみて，Ｇのサーバに接続された記録媒体に当たると評価できる。 

 そして，上記のＧのサーバと第三者サーバの記録媒体との関係は，被告人

がＧのサーバにリバースプロキシの設定をすることにより生じたことによれ

ば，同行為は，情報が記録された第三者サーバの記録媒体をＧのサーバの公

衆送信用記録媒体として「加え」る行為に該当すると認められる。 

したがって，Ｇのサーバにリバースプロキシの設定をした被告人の行為は，

著作権法２条１項９号の５イにいう「情報が記録された記録媒体を当該自動

公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え」る行為に当たると認められ

る。 

この点に関する弁護人の主張は，前記１ 同条の文理
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解釈において，「加え」る行為を物理的に接続する場合に限定すべき合理的

理由はなく，その主張は採用できない。 

 「当該自動公衆送信装置に情報を入力する」の該当性 

    第三者サーバに記録保存されていた漫画等の画像データは，閲覧者のリク

エストに応じてＧのサーバに入力されるものの，Ｇのサーバには記録保存さ

れることなく，そのまま自動公衆送信されていた。 

これは，著作権法２条１項９号の５イにいう「当該自動公衆送信装置に情

報を入力する」ことに当たる。 

もっとも，かかる情報の入力は，閲覧者のリクエストに応じて自動的に行

われるのであるから，当該情報の入力を行った主体が誰であるかが問題とな

る。 

著作権法が，自動公衆送信とは別に，送信可能化を規制対象として規定し

た趣旨は，現に自動公衆送信が行われる前の準備段階の行為を規制すること

にある。そして，送信可能化が，公衆からの求めに応じて自動的に送信する

機能を有する自動公衆送信装置の使用を前提としていることに鑑みると，情

報入力の主体は，閲覧のリクエストをした個々の閲覧者ではなく，情報を自

動的に入力する状態を作り出した者と解するのが相当である。 

本件において，情報を自動的に入力する状態を作り出したのは，Ｇのサー

バにリバースプロキシの設定をした被告人であるから，行為主体は被告人と

認められる。 

⑷ さらにリバースプロキシとリンクの貼付けとの異同についてみると，関係

証拠によれば，リバースプロキシの設定は，いわゆるリンクの貼付けとは違

い，リバースプロキシを設定されたサーバが，オリジンサーバが管理する別

のウェブサイトへの遷移を伴わずに，ユーザーが閲覧をリクエストした画像

データ自体をオリジンサーバから取得して，受信者に対し，当該画像データ

そのものを送信するものである。 
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この行為が著作権法の定める送信可能化に該当することは既に検討したと

おりであり，データ自体を送信せず，インターネット上の侵害コンテンツの

所在（ＵＲＬ）を表示するにすぎないリンクの貼付けとは，行為態様を全く

異にしている。当該行為が，今般の法改正によって初めて可罰性を認められ

たと解することはできず，その旨の弁護人の主張は採用できない。 

また，著作権法上，第三者により既に送信可能化されていた画像等のデー

タについて，その余の者による著作権侵害が成立しないなどと解すべき合理

的理由はなく，等しく著作権法による保護が与えられるべきであるから，Ｇ

に掲載されていた漫画等の画像データが第三者により既に送信可能化されて

いたものだったとしても，被告人による送信可能化は否定されない。 

 ４ 結論 

以上によれば，被告人のしたリバースプロキシの設定は，送信可能化にあた

り，著作権法２３条１項の公衆送信権侵害にあたる。 

第５ 争点③（被告人がＧの運営で得た広告収入（アフィリエイト報酬）が犯罪収

益に当たるか）について 

１ 弁護人は，本件におけるアフィリエイト報酬は，Ｇを閲覧したユーザーが，

著作物の閲覧とは関係なく，サイトに掲示されていた広告に関心をもってクリ

ックすることなどによって生じるものであり，犯罪によって生じたものでない

から，犯罪収益には当たらない旨主張する。 

 ２ 検討 

 犯罪収益とは，犯罪行為により得た財産等をいい，ある財産の取得が犯罪行

為「により得た」といえるか否かは，財産の取得の趣旨及び状況を踏まえ，財

産の取得と犯罪行為との結び付き等の点から判断すべきである。 

アフィリエイト報酬は，著作権等を侵害して掲載された漫画等の画像の閲覧

や取得そのものの対価ではなく，広告をＧに掲載したことに対し広告主から支

払われる対価である。しかし，その広告の価値は，閲覧者がＧにアクセスし，
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そこに掲示された広告を目にすることにより生じるものであり，閲覧者がＧに

アクセスする動機が，専ら漫画等の著作物を無料で閲覧することにあることに

よれば，前提犯罪行為である送信可能化はアフィリエイト報酬の不可欠の前提

であり，両者は強く結びついていると評価できる。アフィリエイト報酬には，

広告が表示されただけで発生するもののみならず，閲覧者によるクリックや商

品等の購入を要するものもあるが，送信可能化がアフィリエイト報酬の不可欠

の前提であり，両者が強く結びついていることには変わりがない。 

前提事実で認定したとおり，Ｇは，大量の漫画等の画像データをウェブサイ

ト上に掲載し，大量の一般ユーザーの閲覧を誘引することで，広告収入を得る

ことを専らの目的として設計・運営されていた。 

そして，被告人が，Ｂらに対し，サイトを毎日更新することに特にこだわっ

て指示していたことや（甲１６・２／２１頁），親しい者らとのＬＩＮＥグル

ープにおいて，平成２８年８月頃，「漫画見放題サイト見つけた」「無料で公

開して広告貼った方がもうかりそう」，「アクセス倍増必須」などと送信して

いたこと（甲５１）によれば，被告人自身も，送信可能化をアフィリエイト報

酬を得るための手段と考えていたと認められる。 

このようなアフィリエイト報酬と送信可能化の結びつきの強さ，目的と手段

の関係，被告人の認識に照らすと，本件におけるアフィリエイト報酬は，被告

人らによる送信可能化と密接不可分のものであるといえ，犯罪行為により得た

財産（組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律２条２項１号イ）

に当たると認められる。 

３ 結論 

以上によれば，本件におけるアフィリエイト報酬は，「犯罪収益」に当たる

と認められる。 

第６ 争点④（被告人がＧのアフィリエイト報酬が含まれる金銭を海外の銀行口座

や第三者名義の銀行口座に送金させた行為が，犯罪収益等を「隠匿」し，その
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取得につき「事実を仮装」した行為に当たるか）について 

 １ 弁護人は，要旨次のとおり，被告人は犯罪収益を隠匿しておらず，事実も仮

装していないと主張する。 

 被告人は，自らが代表者である海外法人Ｋ（以下「本件法人」という。）

の事業としてＧの運営に関わっており，その事業の報酬であるアフィリエイ

ト報酬を本件法人名義の口座に送金させたからといって，犯罪収益の「隠匿」

には該当しない。 

 被告人は，本件法人名義の口座が凍結されて利用できなくなったことから，

喫緊のサーバ使用料の支払いのため，やむを得ず第三者の口座を借用してア

フィリエイト報酬を受け取った。その際，広告代理店側には本件法人からの

請求であることを明示しており，利益の帰属主体は仮装していない。 

 ２ 認定事実 

   関係証拠によれば，次の事実が認められる。 

   口座開設の経緯等 

被告人は，平成２７年６月頃，セーシェル共和国において本件法人を設立

し，さらに同年７月頃，中華人民共和国香港特別行政区所在の「Ｌ Ｂａｎ

ｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ」（Ｒ銀行）に本件法人名義の口座（以下「本件口座」

という。）を開設した。 

    セーシェル共和国は，いわゆるタックスヘイブン（租税回避地）にあたる。

同国内には被告人の居住実態がなく，本件法人の営利活動も行われていない。

本件法人の代表者は記録上不明で，本件法人の連絡先として登録されていた

電話番号も，被告人とは別人の電話番号である。 

    また，Ｇは，サイト上でその運営主体を明らかにしておらず，Ｇと本件法

人とのつながりは一見して明らかではない。 

（甲１１，６１，６３，７９，１２８，１２９） 

   Ｇの開設とアフィリエイト報酬の流れ 
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ア 被告人は，Ｇを開設した後，各広告代理店に対し，Ｇへのアフィリエイ

トの掲載を申し込み，その際，アフィリエイト報酬を入金する口座として

本件口座を指定した。 

     各広告代理店は，別紙一覧表１記載【別紙省略】のとおり，平成２８年

１２月から平成２９年９月までの間，本件口座に，Ｇ及び被告人が運営し

ていた別のウェブサイトに係るアフィリエイト報酬合計４８４５万０５３

２円を入金した。 

（甲７１ないし７７） 

   イ アフィリエイト報酬の送金を受けた本件口座からは，さらに第三者（Ｓ，

Ｔ）名義の複数の口座に対し，複数回にわたり，多額の送金がされた。Ｓ

はＡの知人であり，Ｔは被告人が過去に経営していた店舗の改装工事を行

った工事業者である。 

第三者名義の口座に入金された金銭はＡＴＭで引き出され，最終的に，

Ａらを通じて被告人が現金で受け取っていた。 

（第８回公判調書中の証人Ａの供述部分，甲８０ないし９０，１３０，

１３２ないし２０１，３２５） 

   第三者名義の口座にアフィリエイト報酬が入金された経緯 

ア 平成２９年夏頃，本件口座が，マネーロンダリングの疑いをかけられて

凍結された。被告人は，凍結の解除に向けて動いたが，直ちには凍結の解

除ができなかった。 

   イ 被告人は，平成２９年１０月頃，Ｇと無関係の知人であるＵに対し，送

金額の１５パーセントを報酬とすることを条件に，広告代理店から入金さ

れるアフィリエイト報酬を受け取るための口座の調達を依頼した。 

     Ｕは，Ｖ及びＷに対し，報酬を折半する条件で口座の調達を依頼した。

Ⅴ及びＷは，それぞれ自らが管理していた口座をＵに伝え，Ｕがこの口座

を被告人に伝えた。 
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     被告人は，同年１１月，広告代理店である株式会社Ｍに対し，報酬の入

金先を，Ｕから指定された口座に変更する旨連絡した。これを受けて，同

社は，別紙一覧表２記載【別紙省略】のとおり，指定された口座に合計１

４１２万０８０４円を入金した。 

     入金されたアフィリエイト報酬は入金後間もなく現金として引き出され，

Ｕを介し，被告人に手渡された。 

（第６回公判調書中の証人Ｕの供述部分，甲６３，７１，７９，９２，

９３，３２７，３２８）。 

   捜査の経過 

捜査機関は，平成３０年１０月に，国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）経由で，

本件口座の取引明細等を明らかにすべく，中華人民共和国香港特別行政区に

宛てて捜査共助を要請したが，回答は得られていない（甲３５７）。 

 ３ 検討 

   以上認定した事実のとおり，本件において，Ｇと本件法人との関係は一見

して明らかではなく，各アフィリエイト報酬は，被告人の依頼により，本件

法人を名義人とする秘匿性の高い海外の銀行口座に送金され，第三者の口座

を経て最終的に被告人の手に渡っていたものである。 

以上の事実関係に照らし，本件アフィリエイト報酬を本件口座へ送金させ

る行為は，犯罪収益の所在を不明にするものであり，犯罪収益等の隠匿にあ

たると認められ，それを認識して行為を行った被告人に故意があることも認

められる。 

   さらに，被告人は，本件口座が凍結されて利用できなくなるや，日本国内

において，自ら利用できる銀行口座を有していたにもかかわらず，Ｖ及びＷ

ら，Ｇとは全く関係のない第三者の管理する銀行口座を指定して，そこにア

フィリエイト報酬を送金させている。 

以上によれば，被告人が，犯罪収益等の取得につき事実を仮装したことが
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認められ，その故意も認められる。 

広告代理店の担当者が，真実は口座名義人の背後にいる被告人への支払い

であることを認識していたとしても，かかる事実は事実の仮装に該当するこ

とを否定する事情にはならず，弁護人の主張は，いずれも採用できない。 

４ 結論 

  以上によれば，被告人は，犯罪収益等を隠匿し，その取得につき事実を仮装

したと認められる。 

（法令の適用） 

罰 条        

 判示第１の１の行為      刑法６０条，著作権法１１９条１項（平成２８年法律

第１０８号による改正前），２３条１項 

判示第１の２の行為 

著作権侵害の点    刑法６０条，著作権法１１９条１項（平成２８年法律

第１０８号による改正前），２３条１項 

出版権侵害の点    刑法６０条，著作権法１１９条１項（平成２８年法律

第１０８号による改正前），８０条１項２号 

 判示第２の各行為    それぞれ包括して組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の

規制等に関する法律１０条１項前段 

科刑上一罪の処理    判示第１の２につき刑法５４条１項前段，１０条（１

個の行為が２個の罪名に触れる場合であるので，１罪

として犯情の重い著作権侵害の罪の刑で処断） 

刑 種 の 選 択    各罪につきいずれも懲役刑及び罰金刑を選択 

併 合 罪 の 処 理    刑法４５条前段 

懲役刑につき      刑法４７条本文，１０条（刑及び犯情の最も重い判示

第１の２の罪の刑に法定の加重） 

罰金刑につき      刑法４８条２項（各罪所定の罰金の多額を合計） 
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未決勾留日数の算入    刑法２１条（懲役刑に算入） 

労 役 場 留 置    刑法１８条（金２万円を１日に換算） 

追       徴    いずれも組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に

関する法律１６条１項本文，同法１３条１項５号（被

告人が判示第２の１で送金させた４８４５万０５３２

円は判示第２の１の罪に係る犯罪収益等であり，判示

第２の２で送金させた１４１２万０８０４円は判示第

２の２の罪に係る犯罪収益等であり，いずれも既に費

消しているか所在不明のため没収することができない

ので，その価額を被告人から追徴する。） 

訴訟費用の不負担    刑事訴訟法１８１条１項ただし書 

（量刑の理由） 

１ 本件は，被告人が，自らが管理・運営するウェブサイト「Ｇ」において，共犯

者らとともに，漫画等の画像データを違法にアップロードして送信可能化し，Ｇ

で漫画等の画像データを送信可能化したことによって得た犯罪収益等を隠匿し，

その取得につき事実を仮装したという事案である。 

２ 被告人は，Ｇの運営にあたり，多数の閲覧者をサイトに誘引して広告収入を得

るために，共犯者らとともに，大量の漫画等の画像データを違法に送信可能化す

ることを日常的に繰り返していた。 

判示第１の各犯行は，このような態様で行われた職業的犯行であり，いずれも

我が国における著作物の収益構造を根底から破壊し，文化の発展をも現実に阻害

しかねない危険を孕んでいる。その意味で，判示第１の各犯行は，著作権法の禁

じる送信可能化行為の中で，高度な違法性を有するものと認められる。 

作家が生み出した作品を労せずして利用し，正当な権利者の犠牲の下に，自ら

多額の金銭を得ようとした動機も，厳しい非難を免れない。 

 その上で，判示第２について，被告人は，Ｇの運営を通じて得た多額の犯罪
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収益を隠匿するために，自ら用意した海外口座を利用し，さらに第三者の口座を

介して現金化するなど巧妙な手段を尽くし，６０００万円を超える犯罪収益等を

隠匿するなどしている。このような被告人の行為は，Ｇの生み出す不正な利益へ

の追及を困難にするもので，正当な経済活動に及ぼす害悪が大きい。 

３ 共犯者間での責任の軽重をみると，被告人は，プログラミングに関する自らの

専門的知識を悪用し，著作権者の許諾なく，大量の漫画等を主にリバースプロキ

シの方法を用いてウェブサイト上に掲載し，広告収入によって経常的に利益を得

るという，Ｇの仕組みそのものを考案し，その目的を実現するための技術的役割

の全てを担っている。 

この点において，被告人は，本件犯行の遂行にあたり，他の共犯者では代替で

きない，最も重要な役割を果たしたといえる。犯罪収益の隠匿に関わる海外法人

や海外口座を用意したのが被告人であることを考え併せても，その刑事責任は，

共犯者らのそれと比較して数段重いと認められる。 

４ 一方で，被告人には，若年で前科がなく，母親が被告人の社会復帰に向けて

身元を引き受けていること，相当期間にわたり身柄を拘束されたこと等，量刑

上有利に考慮すべき事情も認められる。また，本件において，被告人に次ぐ立

場にあるＡが執行猶予判決を受けていることなど，共犯者間の刑の均衡も，一

定程度は考慮する必要がある。 

以上を踏まえた上で，被告人に科すべき刑を検討すると，本件の犯情，特に

被告人がＧの収益の仕組みそのものを考案し，それを実現するための技術的役割

の全てを担ったことを考慮すると，上記の被告人に有利な事情を最大限考慮して

も，本件が懲役刑の執行を猶予すべき事案であるとは認められず，併せて罰金刑

を選択し，本件犯行によって得た不法な経済的利得を剥奪することが相当と判断

した。なお，被告人が判示第２の各犯行により隠匿等した犯罪収益等にはＧとは

別のウェブサイトに関するアフィリエイト報酬が相当額含まれているが，犯情

等に鑑みて，全額を追徴するのが相当と判断した。 
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（求刑‐懲役４年６月及び罰金１０００万円，主文同旨の追徴） 

 

 令和３年６月２日 
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